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中小企業対策に関する要望 

 

 我が国は、少子高齢化の進行、人口減少地域の増大などの社会経済の構

造的な課題の影響を受ける中で、度重なる自然災害の発生、国際情勢の緊

迫化やエネルギー・原材料価格上昇に加えて人材不足による人件費上昇

にも直面する等、引き続き厳しい経営環境にあります。 

 この中で、中小企業・小規模事業者（以下「中小企業等」）の経営は、

十分な価格転嫁が進まず、賃上げや設備投資の原資確保に苦しんでいる

一方、深刻化する人手不足で防衛的に賃金を引き上げざるを得ず、原材料

価格の上昇による支払い増加、既往債務返済のための資金繰りに追われ

ており、事業の継続が難しくなる事業者も増えるなどの危機的状況が続

いています。 

 

こうした中で、奈良県内においても、中小企業等を取り巻く経営環境は、

国内外の旅行者の増加、消費の拡大など、明るい兆しも見えてきています

が、高止まりする原油・原材料価格により厳しい状況が続いており、深刻

な人手不足、事業承継・後継者問題、生産性の向上に向けた取組などの

様々な課題が山積しています。 

 

 この難局を乗り越え、直面する様々な課題に対して前向きに対応して 

いくためには、個々の自助努力だけでは限界があるため、中小企業組合を

はじめとする連携組織による取組が極めて重要です。 

中小企業組合の連携組織が、その有している「つながる力」を大いに 

発揮し、協同することで足らざる経営資源等を補完・補強し合い、様々な 

経営課題の解決に向けて積極的に取り組むことができるよう、国及び県 

等からの迅速かつ手厚い支援策は必要不可欠です。 

奈良県中央会も、組合に寄り添った「伴走型のきめ細かな指導・支援」

を基本に据え、これまで以上に組合等への支援活動を強力に展開し、専門

的支援機関としての責務を果たしてまいります。 

 

現下の難局からの脱却、その先の持続的な成長と豊かな地域経済社会

の実現に向けて、国及び県等に対して特段の配慮方を要望します。 
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要望項目 －目 次－ 

 

【重点要望事項】 

 

 

 

 

1．急激な事業環境変化への対応、経営課題解決に向けた支援の拡充   …３ 

 強化、並びに中小企業等の経営力強化・再構築のための「伴走型支援 

体制」の充実支援 

 

２．組合・中小企業等の成長促進、持続的発展に向けた支援強化    …５ 

    

３．官公需対策の強力な推進                    …７ 

 

 

 

 

１．組合・中小企業等の人材育成・確保・定着対策          …９ 

 

  ２．外国人技能実習制度から育成就労制度への円滑な移行の推進    …10 

  

    ３．地域の実情等を踏まえた最低賃金の設定             …11 

 

【個別（業界・組合別）要望事項】 
 
Ⅰ－１．林業・木材産業の持続的発展に向けた取組の推進                …12 

【①木材需要拡大に向けた木材利用の促進、②木材加工流通施設への支援】           

２．事業活動を支える環境整備等                                      …13 

【①設備投資等による生産性向上や賃金の引上げを行う中小企業への助成金 

の拡充と減税支援、②取引の適正化と公正な競争環境の整備】         

Ⅱ－１．専門職の人材確保に関する対策及び支援                        …14 

【製薬業界における薬剤師の積極的な人材確保及び技術者育成支援の強化】 

２．人材確保に関する支援                                        …15

【特定技能制度（繊維業追加）・新たに始まる育成就労制度の運用に係る 

地域中小企業等への特段の配慮】                

３．人材確保に関する支援  【「育成就労制度」の運用について】         …16                                              

Ⅰ 中小企業・小規模事業者等の環境変化対応、成長促進支援等の拡充 

Ⅱ 中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用対策の推進 
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【重点要望事項】 
 

 

 

 

１．急激な事業環境変化への対応、経営課題解決に向けた支援の拡充 

強化、並びに中小企業等の経営力強化・再構築のための「伴走型 

支援体制」の充実支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

①中小企業等の足下の経営環境は、依然として価格交渉に関する課題を抱える企業が多

く、コスト上昇に対する価格転嫁が遅れている。また、人手不足を要因とした倒産が増加

するなど、人手不足・人材確保の問題が深刻さを増している。さらに、後継者難による倒

産・廃業のほか、全国各地で発生する自然災害の脅威への対応が求められ、もはや自助努

力では対応困難な状況にある。 

このような中、経営資源の少ない中小企業等が物価高騰分を上回る賃上げを実現する

ためには労務費、原材料費等の十分な価格転嫁を進めることが重要である。そして、事業

と雇用の継続のためには適正な「マークアップ率」（利幅）を確保し、事業承継にも取り

組んでいく必要がある。 

中小企業等が更なるマークアップ率の向上を図るためには、生産性の向上をはじめ、

買い手への交渉力の強化のための知的財産・ブランド訴求力の向上、高付加価値化に  

よる価格形成力の向上を通じた取組みが有効である。そして、省力化・協業化のための 

設備投資はマークアップ率を高める効果が大きいことから、従来型の同業種組織による

強みの発揮に加え、利点をより活かすための異業種組織による高度な集約化においても

有効な効果が期待できる。 

 

（次ページに続く） 

Ⅰ 中小企業・小規模事業者等の環境変化対応、成長促進支援等の拡充 

急激な事業環境変化等への対応、経営課題解決に向けた支援の拡充強化

と、中小企業等の経営力強化・再構築のための「伴走型支援体制」の充実 

に対して、強力な対策を講じられたい。 

①労務費、原材料費等の十分な価格転嫁を進め、「マークアップ率」（利幅） 

の確保・向上しやすい環境を醸成していくための支援 

②経営力強化・再構築のための「伴走型支援体制」の充実支援 

  ③活力ある地域経済社会の実現 
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（前ページからの続き） 

 

そうした背景を踏まえた組合等連携組織における高度な設備集約化への投資支援をはじ

め、生産性向上、省力化投資に対する助成制度の拡充、税制面での優遇措置など、総合的

な支援策を講じる必要がある。 

   ②奈良県中央会では、令和５年より奈良県から補助金をいただき「中小企業組合等伴走支

援事業（がんばる中小企業等の経営力強化・再構築支援事業）」を実施している。事業を

活用した組合へのアンケート結果では、全ての組合において「満足した」という結果とな

り、特に「組合事業改善に対する意欲向上」や「組合事業の方向性の明確化」という部分

に満足いただける結果となっている。 

さらに、明確となった課題の解決を図るための支援事業にも取り組んでおり、「組合版伴

走支援モデル」として、継続した伴走支援につなげていくことで、さらなる組合の活性化

を図っている。 

今後も引き続き、中小企業等の自己変革力・潜在力を引き出し、経営力の強化・再構築

を行う伴走型支援体制の充実のための十分な予算措置が必要である。 

    ③人口の急減に直面している地域において、地域経済の活性化・働く場の確保と人材確保

のために「特定地域づくり事業協同組合制度」は有効である。 

奈良県内においては、奈良県中央会が支援を行い２組合が設立しており、自治体各課と

の連携により移住・求職の成功が実現し、川上村では組合員 15 社加入・派遣職員９名の

入職、明日香村では組合員３社・派遣職員３名の入職実績があがっている。 

ついては、新たな組合の設立推進及び持続可能な運営の仕組みを維持するため、制度改

善及び支援策を講じること。 

また、「2025 年大阪・関西万博」の経済効果を中小企業等に波及させるためには、設備

の導入、物品の購入、営業・催事等における調達案件において、中小企業等に発注を行う

必要がある。さらに、万博を契機とした各地域への誘客の取組み等に対して支援策を構築

すること。 
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２．組合・中小企業等の成長促進、持続的発展に向けた支援強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

①「2024年版中小企業白書・小規模企業白書」によると、日本企業が生産性向上の実現のた

めに低コスト化・数量確保の取組みを続けてきた結果、大企業は売上高・利益率を増加させ

たが、中小企業は発注側の売上原価低減の動きの中で低迷している。 

今後、生産性向上を実現させるためには、低コスト化・数量増加以上に、単価の引上げな

どの高付加価値化による生産性向上が不可欠であり、そのためには革新的なサービス開発・

試作品開発・生産プロセスの改善を目的とする「ものづくり補助金」を継続するべきある。 

さらに、「ものづくり補助金」の補助事業期間終了後の事業化実現まで支援が及んでいない

ことから、事業化や賃金引上げ等の実現のためにも、専門家による継続的なアドバイスや展

示会出展などの販路開拓支援、さらに新商品開発など複数年に渡る事業計画については追加

で設備投資等の支援が受けられるようなフォローアップが重要であり、地域事務局の機能強

化及び予算拡充が必要である。 

②中小企業等が持続的に成長するためには、継続的な課題である人手不足への対応が必要で

ある。「中小企業省力化投資補助事業」は課題解決のために有効な措置を期待されているが、

そのためには、カタログのラインアップを充実させるとともに、補助率のアップ（１／２→

２／３）、従業員数による補助金額上限の撤廃（一律 1,000 万円）等、要件の拡充が必要で

ある。 

③中小企業等の喫緊の課題の一つである事業承継や事業引継ぎについては、中小企業組合等

を通じた各種支援施策の周知に加え、中小企業組合等を受け皿として組合員企業のノウハウ・ 

技術・雇用等の承継や引継ぎを行うことが対応策として考えられる。業界特有の課題（顧客・ 

営業力・技術・特許等）や業界独自の事情・慣習がある中、事業承継にあたっては、中小企業 

等が単独で事業承継問題に取り組むだけではなく、業種別や後継者にアクセスしやすい中小

企業組合等を活用することによって、制度や手続きの周知から意識の喚起、承継先のマッチ

ングを含めた個別企業のサポートまでを体系的に取り組むことができると認識している。 

 

 

（次ページに続く） 

「ものづくり補助金」の継続・「省力化補助金」の支援拡充や、中小企業組合 

等を活用した事業承継等により、中小企業等の成長促進、持続的発展に向けた

支援強化を講じられたい。 

①「ものづくり・商業・サービス補助金」の継続・拡充等 

②「省力化投資補助金」の要件の拡充・体制強化 

③中小企業組合等を活用した事業承継の取組に対する環境整備の推進 

④中小企業組合等連携組織対策事業予算の確実な拡充・強化 
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（前ページからの続き） 

 

    奈良県中央会においても、奈良県からの補助をいただき、組合・組合員企業の実態・状況

等を調査・検討し、その成果を踏まえ、奈良県中央会・(株)商工組合中央金庫・中小企業診

断士による専任チームを結成し、組合が抱える課題に応じて三者で連携し、事業承継活動の

支援を行っている。 

中小企業等の事業承継や事業引継ぎにあたっては、「事業承継・引継ぎ補助金」といった

助成措置や「事業承継・引継ぎ支援センター」といったサポート体制の充実が重要であるた

め、引き続き措置・充実することが必要である。 

④中小企業等が、人手不足や事業承継、最低賃金の引上げ、働き方改革、生産性向上などの

直面する課題に取り組むためには、経営資源を補完・補強し合う中小企業組合等連携組織  

による共同事業の取組みが重要となっており、地域経済に果たす役割は極めて大きい。 

さらに、国・県が推進する各種施策を傘下組合・企業に対して広く浸透させるなど、中小

企業施策の政策受容体として大きな効果を発揮しており、各種施策の実施に当たり、波及  

効果がより大きくなるよう、中小企業等連携組織の活用を重視することが求められる。 

また、中央会が唯一の専門支援機関として、地域の持続可能性を高め、中小企業組合や組

合員企業に寄り添った課題解決への伴走型支援が強く求められていることから、中小企業連

携組織対策事業予算の十分な確保と拡充の措置が必要である。 
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３．官公需対策の強力な推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

 ①「令和６年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、物価高に負けない賃

上げを実現するため、官公需においても価格転嫁を推進する旨が新たに明記された。その内

容が、国及び地方公共団体などの全ての発注機関において適正に運用されるよう、周知・指

導を徹底することが必要である。 

②官公需予算総額に占める中小企業等向け契約の目標金額及び目標比率は「中小企業者に関

する国等の契約の基本方針」に盛り込まれている目標数値であり、毎年閣議決定されている

項目である。 

国等が発注する官公需を受注することは、中小企業等の健全な利益確保のほか、技術力・

信用力及び経営基盤の強化につながることから、契約目標を確実に達成するとともに、継続

的に安定した中小企業等向け官公需予算を確保する必要がある。 

また、地方公共団体は、官公需法において、国に準じた施策を講じるよう努めなければな

らないとされていることから、国等と同様「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で

示した中小企業者向け契約目標額等の策定を義務付け、契約実績の確保に努める必要がある。 

③地方公共団体を含めた発注業務については、年度末など一定時期に集中しており、多くの

中小企業等の現場では深刻な人手不足と相まって長時間労働により疲弊している状態にある。 

このため、発注機関は、中小企業等の現場の実態を考慮し、長時間労働の是正につながる

意識改革、発注業務の仕組みの改革に努め、施工時期の平準化目標値を設定するなど、工事、

物品・役務ともに発注の平準化に努める必要がある。 

④官公需適格組合は地域の中小企業等で構成される専業者集団であり、官公需適格組合制度

創設から 50年以上経過しているものの、国、県及び市町村の発注担当者にも官公需適格組合

に対する十分な認識や理解が進んでいない状況が多く見受けられることから、地方公共団体

等の発注窓口に対して官公需適格組合制度についての周知を徹底するとともに、競争契約参

加資格審査にあたっては、「総合点数の算定特例制度」の一層の活用に努める必要がある。 

 

 

（次ページに続く） 

官公需適格組合への受注機会の増大に向けた取組を一層強化されたい。 

①物価高に負けない賃上げの実現のため、官公需においても価格転嫁を推進  

  ②県内の地方公共団体に対しても、国等と同じく中小企業者向け契約目標額

等の策定の義務付け、契約実績の確保 

③発注機関における年間を通じて発注の平準化  

④地方公共団体を含めた各発注機関に対して、官公需適格組合制度等の周知 

及び官公需適格組合への受注機会の増大に向けた取組の強化 

⑤分離・分割発注の積極的な推進 
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（前ページからの続き） 

 

 奈良県中央会においても、奈良県から補助をいただき「奈良県内における官公需の推進」

パンフレットを作成・配布し、県内の官公需適格組合の周知や中小企業等の官公需の受注増

大支援等を行っている。 

地域の事業に精通する官公需適格組合が受注することは、受注後の円滑な事業遂行、雇用

創出の効果、納税、コスト削減が見込まれ、地域の中小企業等の経営基盤に繋がることから、

より一層の受注拡大を図る必要がある。 

⑤分離・分割発注の実施方法によっては、コスト縮減や工事・サービス等の納入物件の質的 

  向上につながることから、適正な分離・分割発注を行うとともに、中小企業等の受注機会の 

確保に努める必要がある。  
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１．組合・中小企業等の人材育成・確保・定着対策 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

①経済のグローバル化、産業構造の変化、ＩｏＴやＡＩをはじめとする技術革新の進展によ

り、必要とされる専門的な知識、技術及び技能はより一層高度化してきている。経済活動の

回復に伴い、人手不足が深刻化する中小企業等が人材を確保するためには、賃金の引上げを

はじめ、労働条件や環境を改善し、人的資本投資を進めて企業間の競争力を向上させる必要

がある。それには、教育訓練やリスキリング（現在とは異なる職務や新たな分野のスキルの

獲得）支援の充実、デジタル技術の活用、脱炭素社会に対応するといった社会経済活動の潮

流に沿った事業を行うことが求められるが、多くの中小企業等ではリスキリングに対する理

解不足やＩＴ導入の旗振り役となるＤⅩ人材や環境問題に取り組むＧＸ人材などが不足して

おり、外部人材を活用するにもどこに相談をしたらよいかわからない等の理由により、リス

キリングへの取組みやＤＸ等の進展が進まない状況となっている。 

このため、資金や人材の面で脆弱な中小企業等がこれらに対応するために必要な人材の確

保・育成に関する助成措置の拡充・強化が必要である。 

組合では、従来から教育情報提供事業（研修のみならず独自資格制度の運営）等を通じた

組合員企業の人材確保・育成も担ってきているが、労働環境の改善などを包括的に実施する

人材確保及び人材育成の取組みに対する助成金の増額等を含めた支援策のより一層の拡充を

図る必要がある。 

②我が国の障害者雇用は数の上では進展してきているが、中小企業等においては、依然とし

て厳しい経営状況にあること、受入れのための環境整備の問題、ノウハウ不足等から、障害

者の雇用数が０人であるところが多く、雇用率未達成企業が半数以上となっている。 

   こうした中小企業等、特に、障害者雇用ゼロ企業が抱える課題の解決に向けて、ハローワ

ーク等公的支援機関のジョブコーチによるコンサルティング支援（支援人材の育成支援も含

む）や、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース等）やトライアル雇用助成金

等、より一層の障害者雇用の維持・拡大につながる助成措置の拡充を図る必要がある。な

お、財源は雇用保険料、健康保険料など、今以上の事業者の負担増加につながらないような

形での措置とすること。 

 

 

Ⅱ 中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用対策の推進 

人材の確保が困難な中小企業等及び組合員企業を後押しする人材育成・確保 

・定着対策を強化されたい。 

①組合を活用した人材確保・育成支援策の強化・拡充 

②障害者を積極的に雇用する中小企業等への助成制度の拡充 
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２．外国人技能実習制度から育成就労制度への円滑な移行の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

①令和６年６月 14日、第 213回通常国会において「出入国管理及び難民認定法等の一部を改

正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能

実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立し同月 21日に公布された。施行は

一部の規定を除き、前者は公布の日から起算して２年を超えない範囲内、後者は３年を超え

ない範囲内において政令で定める日とされている。 

監理団体や受入れ機関が育成就労制度を活用するに当たっては、制度を活用する中小企業

等が過度な負担とならないように措置を講じるとともに、新たに受入れを考える中小企業等

が円滑に対応することができる仕組みづくりが必要である。 

   ついては、地域の中小企業等に配慮し、育成就労制度の運用設計に当たって出入国在留管

理庁及び厚生労働省は、決定したスケジュール、プロセス、監理団体の要件等決定事項の情

報を速やかに公開し、わかりやすく周知を行う必要がある。 

②転籍の制限緩和については、地方から大都市圏への外国人材の流出が懸念されている。育

成初期は、コストや労力が多くかかり、せっかく育てた人材がこれから活躍するという段階

で転籍されては、企業にとってダメージも大きい。このため、地方の企業がせっかく育てた

人材の流出を受けないように、当初の受入れ機関のコスト負担を考慮し、転籍前の受入れ機

関が受入れや育成に要した費用について正当な補塡を受けられるよう配慮した制度にする必

要がある。 

③外国人技能実習制度は発展的解消となり育成就労制度に移行することとなるが、移行に際

して様々な課題が出てくることが想定される。これまで中小企業団体中央会が外国人技能実

習制度適正化事業による支援を行ってきたが、新制度でも同様の支援体制になるようにし、

新制度の周知や、課題解決に資する補助事業を行うべきである。 

   また、新制度では、監理支援機関の質の強化を行うため、優秀な監理支援機関にインセン

ティブを与えるなどを措置することが求められる。また、引き続き、中小企業団体中央会が

監理支援機関を指導できるようにし、中小企業団体中央会の人材、監理機能強化に対する支

援を行うべきである。 

 

 

 

育成就労制度の運用設計に当たっては、地域の中小企業等に配慮されたい。 

①スケジュール、プロセス、監理団体の要件等の決定事項については、速や 

かな情報公開・わかりやすい周知を実施 

②育成就労制度での転籍については慎重な対応が必要 

③育成就労制度においても中小企業団体中央会による支援体制を継続 
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３．地域の実情等を踏まえた最低賃金の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

最低賃金制度については、奈良県における経済情勢・雇用動向・中小企業等の経営状況等 

を適切に踏まえた上で運用することが肝要である。 

①令和６年度の中央最低賃金審議会においては、地域別最低賃金改定の目安としてＡ、Ｂ、

Ｃランクとも過去最高となる 50 円（5.0％）の引上げ額が答申された。今年度の目安審議に

当たっても、最低賃金決定の３要素のうち、「労働者の生計費」が重視され、消費者物価指数

（持家の帰属家賃を除く総合）の数値とともに、最低賃金に近い賃金水準の労働者の購買力

を維持する観点から、公益委員が生活必需品を含む「頻繁に購入する支出項目」に係る物価

の上昇を重視した結果となった。その後、47都道府県の地方最低賃金審議会でも目安額など

を参考に審議が行われた結果、全国加重平均で改定額は 1,055円、前年度より 51円引上げと

過去最高の引上げ額となった。 

最低賃金の引上げは、労務費等のコスト増を十分に価格に転嫁できず、労働者の賃上げに

取り組むことができない中小企業等が相当数存在することを十分に考慮するべきである。 

特に「中小対中小」の取引においては、規模が小さい企業ほど適正な価格転嫁を実現でき

ておらず、賃上げのための原資の確保が困難な状況にある。ついては、未だ価格転嫁、生産

性向上の過渡期にある中で、中小企業等に「通常の事業活動の支払い能力」を超えた最低賃

金の過度な引上げによる負担を負わせないよう、配慮することが必要である。 

②業種別や地域に囚われることなく高い水準で最低賃金を一律化する「全国一律最低賃金制

度」については、最低賃金法の原則である「労働者の生計費」及び「賃金」並びに「通常の事

業の賃金支払能力」を考慮する必要がある。 

   最低賃金は賃金水準引上げや消費拡大といった政策実現を目的としたものではないことを

改めて認識するとともに、原材料、エネルギーコストが高騰し、価格転嫁が進まず収益を圧

迫し、賃金引上げの原資確保が困難な中で、事業継続・雇用の維持が図られるよう、地域の

実情に合った議論がなされるよう配慮するべきであり全国一律化には反対する。 

   また、地域別最低賃金の継続的かつ大幅な引上げによって、地域によっては特定最低賃金

との逆転現象が起こり、その差額も拡大しつつある。現在の地域別最低賃金に屋上屋を架す

ることになる特定最低賃金は廃止すること。 

   

 

 

最低賃金制度は、地域における経済情勢・雇用動向・中小企業等の経営状況等 

を踏まえて運用されたい。 

①地方最低賃金審議会における審議では中小企業等者の支払能力も踏まえた 

審議を実施     

②最低賃金の決定は地域の実情に合ったものとするべきであり全国一律化 

には反対 
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【個別要望事項】 
 

Ⅰ 生産性向上・経営力強化・環境整備等 

 １．林業・木材産業の持続的発展に向けた取組の推進 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

     日本経済は、緩やかに回復傾向にあるものの、ウクライナや中東情勢、資源価格の高

騰、世界規模のインフレ等、経済及び物価を巡る不確実性は依然として高く、これらは

木材業界にも大きな影響を与えている。 

特に、住宅価格の高騰による新設住宅着工戸数の停滞・減少が続いており、令和５年

度は全国で 80.0万戸、リーマンショック時の 77.5万戸以来の低水準になった。 

さらに、木造住宅の大半を占める持家の着工においては、令和６年８月で前年同月比

6.6％減、33ヶ月連続の減少が続いており、木材需要の減退は深刻である。 

一方、「改正公共建築物等木材利用促進法」の施行を踏まえ、公共建築物や非住宅建築

物への木材の利用が増えつつあるが、更なる木材需要の拡大に向け、官公庁が発注する

建築・土木工事等での木材利用の一層の促進に努められたい。 

併せて、国産材、地域材の安定供給体制の構築に向け、木材加工流通施設への支援を

充実されたい。 

                        【奈良県木材協同組合連合会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①木材需要拡大に向けた木材利用の促進 

②木材加工流通施設への支援 
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２．事業活動を支える環境整備等 

 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

奈良県プラスチック成型協同組合は、奈良県内でプラスチック成形の生産を行う事業者 

により設立され、現在 69名の組合員が所属しています。 

昭和 35 年の組合設立以来、組合事業として共同購買事業や共同販売事業、教育情報提供

事業、外国人技能実習生共同受入事業など様々な共同事業の実施により組合員の経営の合理

化等を図ってまいりました。 

しかし、近年では原材料費や電気料金等の値上げ、賃金の引上げなどコスト高が続いて  

おり、県内プラスチック製品製造業における中小企業の経営に大きな影響を与えています。 

このような状況の中、当組合の組合員においても設備投資等による生産性向上や従業員 

への賃金の引上げに取り組んでいます。国においても賃金の引上げに対する支援策として、

業務改善助成金やキャリアアップ助成金、各種補助金申請への加点など様々な施策が展開さ

れています。 

また、令和 6 年度の税制改正（経済産業関係）において、高い水準の賃上げを一過性の   

ものとせず、構造的・持続的な賃上げを実現するため、賃上げ促進税制を強化し、赤字で    

あっても賃上げを行う中小企業については、5年間の税額控除の繰越措置が創設されるなど

の思い切った措置を講じて頂いております。 

今後も人手不足に対応すべく生産性向上のための設備やＤＸのための投資等そして賃金

の引上げを行う中小企業等への支援として、使い勝手の良い助成金のさらなる拡充と減税支

援について切にお願い申しあげます。 

さらに、中小企業が健全な競争環境の中で持続的に事業を継続するためには、取引の適正

化と公正な競争環境の整備が不可欠です。 

特に、下請け企業は発注元の価格交渉力の影響力が大きく、下請法や独占禁止法に基づく

適正な取引慣行の遵守を徹底することが必要です。 

最近では、公正取引委員会の活動により、発注者の理解は以前よりも深まってきたと感じ

ることがあります。 

しかし、中小企業が安心して事業を行い、適正な利益を確保できる環境が整わなければ、

「賃金の上昇」そして「購買力が上昇」し、その結果「適度な物価上昇」するという経済の  

好循環が生まれないと考えますので、これが当然の流れとなるように、公正取引委員会の  

活動の充実を期待いたします。 

 

  【奈良県プラスチック成型協同組合】 

 

 

①設備投資等による生産性向上や賃金の引上げを行う中小企業への助成金 

の拡充と減税支援 

②取引の適正化と公正な競争環境の整備 
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Ⅱ 労働・雇用対策 

 

１．専門職の人材確保に関する対策及び支援 

製薬業界における薬剤師の積極的な人材確保及び技術者育成支援の強化 

 

【趣旨・背景】 

医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保し、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止を目

的として制定された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

（以下「薬機法」という）による規制は年々厳しい内容となり、経営基盤が脆弱な中小製造

業者は、その対応に苦慮している状況にあります。 

その中、薬機法内の製造販売責任者設置要件となっている「薬剤師」の確保は近年の人材

不足の影響も相俟って喫緊の課題となっています。特に奈良県においては、大阪・京都の  

ベッドダウン化により都市部の企業との立地条件や賃金待遇の格差も大きく、専門人材の 

確保はより困難な状況であります。 

さらに、医薬品の開発・研究においては専門知識を有する技術者の後継者育成も重要な  

課題であります。地域産業を支える県内製薬業者の操業面や BCP の観点からも早急な対策が

迫られており、技術承継等に係る従業員の能力開発が課題の一つとなっております。 

これらのことから、専門人材確保に対応した以下の支援策の強化をお願いします。 

 

（具体的な支援内容） 

  ①人材確保支援策 

   ・県内製薬業者の魅力発信や薬剤師の採用に特化したマッチング機会の増大 

   ・「奈良の製薬業界」等の PR動画やパンフレット作成による認知度向上 

  ②専門職の能力開発支援策 

   ・県内製薬業者が実施する各専門分野に対する能力開発に必要なプログラム実施に 

対する補助制度の導入 

 

【奈良県製薬協同組合】 
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  ２．人材確保に関する支援 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

     繊維産業は「衣食住」の“衣”として人の生活に寄り添って発展してきた歴史があり、

社会インフラに欠かせない産業であります。その製造プロセスでは、紡績、製織・編立、

染色・加工、縫製といった長いサプライチェーンを有しており、それらのほとんどが地

域の中小企業等において、現場での様々な技能作業を担っています。 

     人手不足は、サプライチェーンの円滑な維持・発展や県内繊維産業としての適切な供

給責任という面からみて、大きなリスク要因を生じさせる恐れがあるため、外国人技能

実習生を含めた安定的な人材確保は、業界全体にとって喫緊かつ重要な経営課題となり

ます。 

     その中、2024年 3月に特定技能制度に「繊維業」が追加され、繊維業界の人材不足対

策として念願の制度改正となりましたが、繊維業においては他製造業にない 4 つの追加

要件（①国際的な人権基準に適合した事業の実施、②勤怠管理の電子化、③パートナー

シップ構築宣言の実施、④給与の月給制）が課せられることとなりました。 

     しかし、これら 4 要件は中小零細企業にはハードルが高く、対応が困難であることか

ら制度を活用する事業者が過度な負担とならないような措置を講じていただきますよう

お願いします。 

     また、今後予定されている育成就労制度は、当初より特定技能制度とリンクする制度

として設計される予定となっています。特定技能制度と同様にこれら 4 要件が求められ

ることは既存の実習実施者（事業者）への受け入れにも影響が生じることから、円滑に

対応できる仕組みづくり等、慎重に検討いただきますようお願いします。 

 

                      【奈良県繊維工業協同組合連合会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定技能制度（繊維業追加）・新たに始まる育成就労制度の運用に係る 

地域中小企業等への特段の配慮 
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３．人材確保に関する支援 

 

 

 

 

【趣旨・背景】 

奈良県プラスチック成型協同組合は、奈良県内でプラスチック成形の生産を行う事業者に 

より設立され、現在 69名の組合員が所属しています。 

昭和 35 年の組合設立以来、今年度で組合設立 65 周年を迎えますが、組合事業として共同

購買事業や共同販売事業、教育情報提供事業、外国人技能実習生共同受入事業など様々な  

共同事業の実施により組合員の経営の合理化等を図ってきました。 

しかし、近年では少子化を背景とした労働力の減少等により業界全体で人手不足の状況が

続き、多くの組合員が人材確保に苦心しています。 

このような状況の中、当組合では外国人技能実習制度を積極的に活用しながら国内外を 

問わず人材確保に努めていますが、求人数に比べて十分な就業者数を確保できていません。 

外国人材の登用については、平成 31年４月から運用された新しい在留資格である「特定技

能制度」により、日本国内で人手不足が深刻化する業種について外国人の就労が可能となり、

プラスチック製品製造業についても、令和 6 年 3 月 29 日に追加されることが閣議決定され、

9月 30日に「運用要領」が変更されました。今後、早期に受け入れ時期が決定されることを

期待いたします。 

   そのうえで、「育成就労制度」が、2027年までに運用されることになっており、「キャリア

アップの道筋を明確化」「労働者として適切に権利保護」などの理念を掲げ、魅力ある制度に

より「働くために選ばれる国」になることが謳われていますが、受入企業にとっても継続し

て利用し発展できるよう制度の「就労期間等の要件」については、できるだけ長期の就労期

間としていただくよう配慮を切にお願い申し上げます。 

 

【奈良県プラスチック成型協同組合】 

 
 

「育成就労制度」の運用について 


